
人物

語尾

19条第2項 解雇制限 則9条第1項 給付基礎日額の特例措置 43条第1項 日雇労働被保険者 23条 印紙保険料納付計器による納付 28条 8条の2 適用事業所の一括（船舶以外）

20条 解雇の予告 則41条第1項 雇用保険印紙の販売可能な郵便局 83条の2 口座振替による保険料の納付

64条 帰郷旅費 34条 適用事業所の一括

78条 休業補償と障害補償の例外 則18条の2 傷病補償年金の支給決定 則24条第1項他 公共職業訓練等 9条 継続事業の一括 附則第8条 承認健康保険組合 附則4条の3

12条第2項 労災保険率の決定 28条 附則43条 第4種被保険者

則22条 第三者行為災害の請求 20条 基本手当の受給期間の延長 12条第5項 雇用保険率の変更 26条

12条の7 保険給付に関する届出 65条等 保険医療機関又は保険薬局の指定

整備法5条等 89条等 指定訪問看護事業者 43条の3 老齢厚生年金の繰下げ

129条第2項 81条の2 育児休業等期間中の保険料免除

則8条 下請負事業の分離の認可申請

則10条 継続被一括事業名称・所在地変更届 27条 事業主の届出等

33条 労働保険事務組合の認可 64条等 保険医又は保険薬剤師

18条 被保険者資格の得喪

則20条の5 労災保険率特例適用申告書 46条第1項

25条 現物給与の価額

12条第7項 日雇労働者の平均賃金の算定 則9条第1項 7条 被保険者、事業所に関する届出 則34条 一括有期事業報告書の提出 160条 政管健保の一般保険料率 110条等 厚生年金基金（設立等）

14条第1項 8・9条 確認 則38条等 149条等 企業年金連合会（設立等）

14条第2項 法31条第１項 事業主からの費用徴収額 19条第4項 3条第2項 日雇特例被保険者

則46条の20 特別加入者の給付基礎日額 10条の4 返還命令等 166条 口座振替による納付の申出 178条の2第1項 指定基金に係る健全化計画の作成

36条第2項 則46条の26 32条他 職業指導拒否による給付制限 則35～37条 差額の徴収・充当

17条 則38条 労働保険料の申告

37条第3項 割増賃金（11時から午前6時） 則38条の2 口座振替による納付の申出 法79条の6 積立金運用職員に対する懲戒処分

18条第1項 則47条 81条の3 免除保険料率の決定

則24条の2の2 専門業務型裁量労働制の対象業務 則46条の19 中小事業主等の特別加入の申請

61条第2項 深夜業の禁止（11時から午前6時） 則46条の23 一人親方等の特別加入の申請 令5条 広域延長給付 則54・55条

32条の4第3項 則46条の25の2 海外派遣者の特別加入の申請 令6条 全国延長給付

則11条第1項 指定医療機関 30条 基本手当の支給について別段の定め

31条第1条 事業主からの費用徴収額 43条第1項 日雇労働被保険者

則18条の19 二次健康診断等給付の請求方法 60条の2 教育訓練給付金 則36条 差額の還付

70条 職業能力開発促進法に基く認定

則38条 労働保険料の納付

71条 職業訓練に関する特例 則3条

73条 特例許可の取消 則4条第1項

3・4条 保険関係成立届・保険関係変更届

名称・所在地等変更届

則4条第1項 則6条 一括有期事業開始届

則8条

則40条第2項 消印に使用する認印の印影の届出

則42条等 雇用保険印紙購入通帳

則60条 労働保険事務処理委託届

報奨金省令2条 報奨金の交付申請手続

則14条

32条の4第3項 5条 命令の制定 72条第1項 労働政策審議会への諮問 12条第5項 雇用保険率の弾力的変更 40条第3項

法附則64条 労災保険からの調整

160条第7項 政管健保の一般保険料率の範囲

定め

厚生労働大臣の承認

社会保険庁長官

地方社会保険事務局長

政府

申出

適用事業所に使用される高齢任意加入
被保険者

3歳に満たない子を養育する被保険者
等の標準報酬月額の改定の特例

届出

権限の委任

申出

政府

労働政策審議会

届出

＆

下請負事業の分離の認可申請書の提
出（局長に提出し、大臣の認可）

労働基準監督署長

賃金日額を算定することが困難である
とき等の賃金日額

基本手当の日額の算定に用いる賃金
日額の範囲等の自動的変更

厚生労働省労働基準局長

公共職業安定所長

認可

指示職権

都道府県労働局長

労働基準監督署長　　公共職業安定所長

労働政策審議会

厚生労働大臣厚生労働省（厚生労働大臣）

政府

（雇用保険制度全体にわたる企画・調整・管理監督 ）

労働政策審議会

※労働保険関係事務のうち、労働保険料及びこれに係
る徴収金の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働局
歳入徴収官が行う

厚生労働大臣（所長に権限委任）

厚生労働大臣

※雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところによ
り、都道府県知事が行う

（公共職業安定所に対する業務指導、連絡調整、保険
料の徴収事務等 ）

都道府県労働局（都道府県労働局長）

（適用事業・被保険者に関する事務、失業等給付に関す
る事務等 ）

公共職業安定所（公共職業安定所長）

印紙保険料の納付状況・印紙保険料納
付計器の使用状況の報告（職安所長を
経由）

市町村長等が雇用保険法を適用しない
ことについての申請

都道府県労働局長の承認

通貨以外のもので支払われる賃金の範
囲都道府県知事等が雇用保険法を適用し

ないことについての申請

都道府県労働局歳入徴収官

納付書（概算保険料の認定決定・追加
徴収）

納入告知書（確定保険料の認定決定・
印紙保険料の認定決定・追徴金）

紙保険料納付計器設置承認申請書の
提出（職安所長を経由）

所轄都道府県労働局資金前渡官吏

所轄都道府県労働局収入官吏

厚生労働大臣の承認

指定健康保険組合による健全化計画
の作成

社会保険事務所長

厚生労働大臣

提出（都道府県労働局長を経由）

現物給与の価額（地方社会保険事務局
長に権限委任）

厚生労働大臣の認可

確認

都道府県労働局長

立木の伐採の事業に係る賃金総額の
算定方法

公共職業安定所長

健康保険法 厚生年金保険法

厚生労働大臣 社会保険庁長官

労働保険徴収法

行政官庁（所轄労働基準監督署長） 所轄労働基準監督署長

雇用保険法労働基準法

厚生労働大臣

労働者災害補償保険法

（保険給付（二次健康診断等給付を除く）の支給に関す
る事務、労災就学等援護費、特別支給金の支給に関す
る事務等）

行政官庁（都道府県労働局長）の許可

所轄労働基準監督署長

（労災保険制度全体の管理・運営）

所轄都道府県労働局長

（二次健康診断等給付、労災保険の適用事務、労働保
険料等の徴収に関する事務等）

厚生労働省労働基準局長

労働政策審議会

認可提出

都道府県知事の認定

平均賃金に相当する額を給付基礎日額
とすることが適当でないと認められる場
合の給付基礎日額の算定

特別加入者の業務災害及び通勤災害
の認定

都道府県労働局長

労働基準監督署長又は公共職業安定所長

原則
許可 提出

認定 算定例外
（語尾）

認可 認可

承認

労働日及び労働日ごとの労働時間に関
する限度

社会保険庁長官

承認

認可（都道府県労働局長に権限委任）

暫定任意適用事業における保険関係
の成立・消滅

指定

定め

労働日及び労働日ごとの労働時間に関
する限度

その他団体

管掌

事務の所轄

例外
（人物）

契約期間等（専門的知識等を有する労
働者）

期間の定めのある労働契約の締結、更
新、雇止め

36協定で定める労働時間の延長の限
度

厚生労働大臣

地方厚生局長

社会保障審議会

標準報酬月額等級表の上限の弾力的
改定

政府及び健康保険組合

厚生労働大臣・社会保険庁長官

地方社会保険事務局長

社会保険事務所長

地方厚生支局長

（健康保険組合の指導・監督権の委任）

承認

指定

社会保険庁長官の承認

登録

指定健康保険組合による健全化計画
の作成

日雇特例被保険者の療養の給付（大臣
が指定する疾病）

定め

厚生労働大臣


